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第 2章　食を取り巻く現状と課題

に依存する傾向がうかがえます。一方で、自分の食生活を改善したいと感じて

いる市民は多く、生活習慣病等を予防するためにも、食に対する正しい知識を

習得し、健全な食生活を実践していくことが重要になっています。

■　ほとんどの保護者が、子どもに対して「食に関心を持ってもらいたい」と感

じています。また、それぞれの保育所や学校等においては、食事のしたくや米・

野菜の栽培、さらには食事のマナーなどの体験活動を通して、子どもへの食の

基礎的な力を培う取組みを進めていますが、さらにこうした取組みを地域の施

設や団体等と連携しながら推進していく必要があります。

■　保育所や学校等では、給食の食材に地元産のものを優先的に使用するよう努

めていますが、こうした地場産物の活用を推進するためには、保護者の理解が

得られるよう努めるとともに、コスト面や、生産・流通・販売の一体的な仕組

みづくりについて検討する必要があります。

■　現在、市内の各地域において、まちづくり団体をはじめとした各種団体等に

よるさまざまな食育に関する取組みが進められています。

　今後についても、食を地域で支え、食育を地域全体で進めていくためにも、

食に関わるさまざまな人材の育成、確保に努めながら、各種団体等の連携・協

力による地域特性を生かした取組みを展開していくことが大切になっていま

す。

■　平成19年度の日本の食料自給率（カロリーベース、以下同じ）は40％であり、

主な先進国と比べて最も低くなっています。また、本市の平成 17年度の食料

自給率をみてみると、米は 98％であるものの、全体としては 41％にとどまっ

ており、国と同様、担い手の育成や地産地消の推進といった、生産・消費の両

面から食料自給率を高める取組みを推進していく必要があります。

■　近年、水産資源や魚食消費の減少などを背景に、漁業及び水産加工品生産が

低迷しており、今後も、大きな伸びは期待できない状況にあります。

　そのため、これからは、限られた水産資源の中で、その質を高め、併せて市

民の魚食への意識を喚起し、メニューや調理方法なども普及させながら、消費


